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                午前９時５７分開会 

○柳井委員長 皆さん、おはようございます。 

 少々時間早いんですが、全員そろっておりますので、ただいまから予算常任委員会を開会いた

します。 

 本委員会に付託されました案件の審査は分割して行います。 

 まず、教育委員会所管の案件について審査を行います。 

 本委員会に付託されました教育委員会所管の案件は、 

 議案第４５号  令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号） 

 以上１件であります。 

 なお、会議録を作成しますので、マイクを使用して発言していただきますようお願いいたしま

す。また、執行部におかれましては、所属を述べた後に議案説明、答弁等をお願いいたします。 

 これより議事に入ります。 

 議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 議案第４５号について提案者の説明を求めます。教育支援課長。 

○柴山教育支援課長 教育支援課の柴山です。よろしくお願いします。 

 教育支援課分の歳出予算になります。 

 資料の１０ページ、１１ページの一番下の表を御覧ください。 

 款１０教育費項１教育総務費目２事務局費０１１０教育コールセンターを運用する事業の２９

４万１，０００円ですが、こちらは学校や教育委員会に対する御意見や御要望、児童生徒に関す

る困り事相談といった内容をお受けする窓口としてコールセンターを開設するに当たり、コール

センター職員１名を配置するための人件費と、ページをまたいで１２ページ、１３ページ、一番

上の表、電話交換機の設定費になります。 

 次に、１つ下の表になります。款１０教育費項２小学校費目１学校管理費０１０３小学校を管

理運営する事業の１１６万４，０００円ですが、こちらは小学校の校外学習に利用していた管財

課所管の公用バスが１台故障し、使用できない状態となってしまいましたので、このバスで見込

んでいた校外学習を代わりに民間へ委託するための賃借料となります。 

 説明は以上となります。よろしくお願いします。 

○柳井委員長 教育施設課長。 

○北島教育施設課長 教育施設課の北島です。よろしくお願いいたします。 

 一般会計補正予算のうち、教育施設課所管について御説明いたします。 

 まず、資料の３ページを御覧ください。 

 第２表継続費補正になります。こちらは当初、令和７年度に工事の中間前払金を支出すること

としておりましたが、工事のスケジュールにおいて令和６年度に中間前払金の支出が可能である

ことから、年割額の見直しをさせていただき、それに伴い歳出の補正をさせていただくものとな

っております。総額に変更等はございません。 

 歳出となりますが、資料の１２ページ、１３ページ、一番下の表になります。 
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 款１０教育費項６保健体育費目２体育施設費０１０８牛久運動公園体育館の屋根を改修する事

業になりますけれども、中間前払金として３，７６０万２，０００円を予算計上しております。 

 説明は以上です。 

○柳井委員長 説明終わりましたので、これより議案第４５号に対する質疑及び意見を行います。 

 質疑及び意見のある方は御発言願います。遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、今の学校施設の体育館のあれなんですが、年割額の変更ということで、

６年度に支払いが可能となったという御説明なんですが、その可能となった理由ですね。当初は

６年、７年で、７年のほうに多く計上していたんですが、その辺の変更の理由を伺いたいと思い

ます。 

 それと１０ページ、１１ページの教育コールセンターのことです。そもそもなんですけれども、

当初予算に計上がないで、なぜ６月補正に計上なのかということが一つ疑問としてお聞きしたい

と思います。 

 それと、こういうコールセンターということで県内初ということなんですけれども、保護者へ

の伝え方ですね。それをどうするのか。地域住民の方にも関わることなので、その辺も伺いたい

と思います。 

 それで、６月６日の全協の資料にかなり厳しい言葉がちょっと載っていたので、その辺が、教

職員と保護者の感情的衝突を回避ということが目的の中にうたわれているんですけれども、こう

いうことが実際に事例としてあったのかということですね。その辺を伺いたいと思います。コー

ルセンターということでは、学校、保護者、そしてコールセンター、教育委員会との３者の関係

をやっぱり明確化するということで、この３番のコールセンターで対応する事案、それから学校

で対応する事案と例を出していただいているんですが、この辺がちょっと不明確ではないかと思

うので、なぜこういうことで出されたのか、その点を伺いたいと思います。 

○柳井委員長 教育施設課長。 

○北島教育施設課長 遠藤委員の御質問にお答えいたします。 

 まず中間前払金につきましては、７年度に支出を見込んでいたというところがございますが、

工事スケジュールのほうを検討したところ、６年度において想定している工期の２分の１を経過

することが可能だろうというところがちょっと判断いたしました。というのも、中間前払金の請

求できる条件というものがございまして、それが工期の２分の１を経過していることだとか、工

程表の工期の２分の１を経過するまでに実施される作業が行われているとか、そういったもろも

ろの条件がございますが、これらが令和６年度中に請求できる条件を全て満たすことができると

いうことが判断できたため、６年度に支出が可能となるように年割額を見直したといったところ

でございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 施設課長の答弁終わりました。次、教育支援課長補佐、お願いします。 

○野口教育支援課長補佐 教育支援課の野口です。 

 コールセンターの部分になります。今回なぜ６月補正、当初予算ではなくて６月補正かという
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ことなんですが、当初のときには予定していなかったんですけれども、学校への要望とかそうい

ったものが徐々に多くなってきて、学校からもそういった声が上がってきたので、急遽６月補正

に計上して、コールセンターを開設するのに準備したところです。 

○柳井委員長 それでは教育長、お願いします。 

○川村教育長 ６月６日に、学校で対応する事案と教育委員会のコールセンターで対応する事案

は分けたと思いますが、ほとんどのところは信頼関係において学校のほうにいろんな、こうして

はどうだとか、ああしてはどうだというところが来ますが、なかなか学校では対応できない事例、

例えば弁護士を呼んでこいとか、それからすぐに対応しろとか、ほかの相談機関に連絡をしてあ

の教員を辞めさせろとかというような事案がないことはない。これについては、もちろん本当に

大多数の方は非常に良心的に捉えてくれていますが、早急に対応を求められたり、弁護士をつけ

ろとか、休業補償をしろとかというところは、牛久市でもやはり事例がございます。そういうこ

とに教員が携わっていると、やはり教員のほうも心を痛めたりすることがありますので、それに

ついてはこちらで課題を整理して対応しようという形でコールセンターを設けた。今、教員不足

ではございますので、教員を大事にしたいというような思いからそういう施策を打つことになり

ました。 

○柳井委員長 教育部長。 

○小川教育部長 教育委員会、小川です。よろしくお願いします。 

 ちょっと補足でございます。６月補正の計上の理由、６月に計上したというところの補足なん

ですけれども、当初予算の時期には確かにこういった問題があったにせよ、コールセンターまで

立ち上げるというところまでは至っておりませんでした。ただ、やはり先進の事例等の研究とか

を実は１月ぐらいからしておりました。これは内部、教育委員会の中でプロジェクトチームを立

ち上げまして、この中でどういったものが牛久市にふさわしいものになるのかというところを、

全国の事例等の研究と、またコールセンターというものの在り方をちょっと研究しまして、補正

の計上ということで６月になったということでございます。 

 あと保護者への伝え方なんですけれども、これは時期としては、一応きちんと準備が整い次第

このコールセンターを立ち上げるというところで、まだ明確にいつということは申し上げられま

せんが、今回の予算の御承認をいただいた後でコールセンターの要員の募集等を行いますので、

しかるべきときに保護者により確実に伝わるような形、当然ホームページ、広報紙等はやるんで

すが、またそれとは別に保護者向けのメールのツールですとか、こういったものを使って周知し

ていきたいと考えております。 

 以上です。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 コールセンターのほうで再質問をいたします。 

 今、教育長からもいろいろと学校では解決できないような事例が実際にあったということの御

答弁がございました。確かに無理難題を言ってくる方がないとは思いませんけれども、やっぱり

そういうときに教育委員会としては、全体としてそういう対応というのは、今起きたわけじゃな
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くて今までもそういう事例というのが多分発生したと思いますね。そういうときの対応の仕方、

コールセンターを立ち上げなければ、やっぱりそういうのが先生や児童、それからそういう対応

が難しくなったというのは、今社会的な事情とかが、実際に牛久で困難な事例というのが発生し

ている状況を教育委員会としてどういうふうに把握しているのか、それを伺いたいと思います。 

 以前に伺ったときに、たしか令和５年度が約３４０件ほどの問合せがあったという御答弁があ

ったと思いますが、そういう中では、こういう困難な事例というのが含まれていたのかどうか。

その他は多分、学校と保護者の間ではいろいろと解決できない問題なんかもあったと思いますが、

教育委員会としてはその辺の対応はどういうふうにしていたのかというところを再度伺いたいと

思います。 

 それと先ほど、学校、保護者、コールセンター、教育委員会との関係が、やはりこれからも情

報の共有等ももちろんそうなんですが、学校、保護者の間にコールセンターが入ることによって

不都合の問題、例えば、不都合というか、ちょっと言葉が適切かどうか分からないんですが、間

に分断するようなことが起きないとも限らないので、その辺の対応というのはどうされていくの

か、その辺もう一度確認したいと思います。 

○柳井委員長 教育委員会次長兼教育総務課長。 

○吉田教育委員会次長兼教育総務課長 教育総務課吉田です。 

 今までの相談についても、もちろんこれからもそうですが、同じような事例は想定されていま

して、コールセンターを立ち上げなければ解決できないかと言われると、そんなことはないのか

もしれませんが、全協でお話ししたとおり初動体制というんですかね。初めの受け答えといいま

すか、対応がやはり大事な部分がたくさんありまして、最初の感情的な衝突というふうにも書い

てあったかと思いますけれども、学校のほうでちょっと一番最初の対応について、ちょっと方向

性が違っていたというか、手違いとは言いませんけれども、もう少しこうすればよかったなとい

う事例がやはり見受けられたものが多々あって、そういったものに限って非常に長引くといいま

すか、こじらせるような事案が発生していたと。そういう反省を踏まえて、なるべく初期段階か

ら教育委員会が一緒に入って、早期解決を目指すというにはコールセンターというのも一つの手

かなということで、今回コールセンターという事業を立ち上げようと至ったものです。 

 ですので、何か劇的に問題がなくなるということはもちろん想定していませんし、こういうも

のはコールセンターにしてください、こういうものは学校でいいですよというのは、なるべく分

かりやすく伝えようとは思いますが、例えば保護者から学校が何らかの問題を受けて、それはコ

ールセンターだから聞きませんとか、逆に教育委員会が電話を受けて、それは学校にかけてくだ

さいということはしないで、ちゃんと話を聞いて、双方連絡を取りながら、学校と教育委員会で

お話を聞きながら、最善の解決方法を協力して探っていくということで、コールセンターがうま

く運用できればなというふうに思っています。 

 先ほど全協の資料の中で曖昧だという話がありましたけれども、区分けですね。分類はちょっ

と曖昧だというお話ありましたが、曖昧なんです。どうしても区分けできないので、これはしよ

うがなくて、なるべく皆さんに分かっていただこうと思って、あえてああいう分類をさせていた
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だきました。基本的に教育委員会として、学校も含めた教育委員会として対応していって、問題

を長引かせない、深刻化させない、そういったことのためにコールセンター事業をやってみよう

というふうに考えている次第です。 

 以上です。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 今、次長の御答弁ありがとうございました。やっぱり相談するには、初めて相談さ

れる、そのときの初期対応というんですか、それは大事だというのは分かるんですね。そうしま

すと、ここに会計年度の方で校長経験者の方をという記述もあります。確かに校長先生というの

は、学校の運営についてはいろいろと御存じだと思うんですが、そういうような、最初に教育長

がお話しになった弁護士を呼べとか、そういう対応では確かに校長先生は対応できると思うんで

すけれども、もっと違う深刻な内容とかそういうときには、校長先生ではなく、もう少しいろい

ろな精神の問題とかそういう専門家というんですか、そういう方の対応というのも考えられない

かと。今、校長経験者等となっていますので、今はこういう状態ですけれども、今後そういう経

験者も可能なのかどうか、それが一つと、それから今、電話が２回線でできるということで、ず

っとお話し中のときにはしばらくお待ちください、おかけ直しくださいというコールが流れると

いうことなんですが、相談される方というのはやっぱり先ほどの、何というんですか、クレーマ

ー的な問題じゃない方なんかだと、相談するときにずっと話がつながらないときには、もうそれ

ではいいわということになりかねないので、その辺の対応というのはどういうふうにお考えなの

か、その辺もちょっと確認をさせてください。 

○柳井委員長 教育支援課長補佐。 

○野口教育支援課長補佐 コールセンターの対応の職員についてなんですが、この職員が最初か

ら全てを、最後まで全てを解決するわけではなく、教育支援課、教育委員会全体として対応しま

す。最初の、何というんですかね、受付というか、コールセンターが窓口となって、先ほどあり

ました専門部門、福祉部門など専門機関との連携を取りながら今後支援していければなと考えて

おります。 

 あとは、コールセンターの回線が２回線ということなんですが、これは問合せ件数の状況によ

って拡充も考えていければなと考えております。 

 以上です。 

○柳井委員長 ほかに意見ございますか。磯山委員。 

 失礼いたしました。教育長、答弁お願いします。 

○川村教育長 校長経験者は、そこでお話をしっかり聞くということが役目でございます。そし

て事案ごとに、先ほど委員おっしゃったように臨床心理士に回す場合もありますし、お話を伺っ

て、そして福祉の対応が必要であれば福祉のところに協力を求めたり、そういうことはお話を伺

って教育委員会で相談をして、こういうのが必要であろうという形になれば、そういう対応をし

たいと思います。私たちだけでは解決しない問題も結構ありますので、専門家の方々をうまく連

携しながらやっていきたいと思っています。 
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○柳井委員長 それでは次の質問です。磯山委員、お願いします。 

○磯山委員 今、教育長に先に答えられてしまったので、もうあれなんですけれども、それに加

えて、無理に加えるわけじゃないんですけれども、これ間に入るということはとてもいいことで

もあるなというふうに思います。私も学校運営協議会にいましたので、先生方が疲れたという電

話の応対ですね、そういうのも結構見てきました。ただ逆に言いますと、直接学校じゃないから

より過激になるということも、考えもあるかと思います。いろんなことはこれからいろいろ出て

くると思いますので、今後、当たり前だと思うんですけれども、やっていかれた中で電話対応も

１人ではちょっと無理だと。やはり相手によっては、早く用件だけを聞いて次にといっても、な

かなか電話を終わらせてくれない人というのが、逆にこういうコールをしてくる方の中には多い

かと思うんですよ。そうなると担当の方もこれ結構１人だと、それと平日、今のところ毎日です

よね。結構これも疲れてしまうんじゃないかなという気がいたします。やはり今、区分けで一応

用件を聞いて、それで後日連絡いたしますとかということがきれいにできればいいとは思うんで

すけれども、そうじゃなかった場合、やはりこの担当される方も逆に鬱になってしまったりなん

かしたらあれですし、あまりにもちょっと内容があれ過ぎて学校にもちょっと言えないなとか、

いろんなことがあろうかと思いますので、その辺のところもやっていかれる中で随時考えていた

だいて、受ける方も学校側も教育委員会も、きれいごとですけれども、いい形になるように柔軟

な体制でやっていただけたらというふうに思います。 

 以上です。 

○柳井委員長 答弁は……（不規則発言あり）いいと思います。 

 ほかにありますか。それでは、伊藤委員。 

○伊藤委員 私も質問というわけではないんですけれども、ちょっと意見というほどでもないん

ですけれども、やはりコールセンターのほうに電話をしてほしい内容というか、学校は結局この

目的からしても、例えば地域の方からの学校に対する要望とか直接、何というんですかね、教員

の方に負担をかけないためには、コールセンターのほうに電話が行ってほしいということは、そ

の方にとってはやっぱりコールセンターのほうにかけたほうがメリットがあるというか、何かそ

ういうものを感じられないと、やっぱり今までのように学校に直接言っちゃったほうがいいんじ

ゃないかみたいな感じで、電話が来られるんではないかというふうにも思いますので、コールセ

ンターのほうにかけてほしい方というんですかね、そういう方に向けては、コールセンターのほ

うにかけさせるような表現というか案内の仕方、それをちょっと検討されてはどうでしょうかと

いう思いがしましたので、これは特に答弁は要らないんですけれども、よろしくお願いしたいか

なと思いますので。ありがとうございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 そういうお願いでございます。 

 ほかに何か意見のある方。それでは、水梨委員。 

○水梨委員 ありがとうございます。２点ほど、ちょっとお伺いしたいです。 

 まず１点目、先ほど部長のほうから、全国の事例１月頃から調べていてということなんですけ
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れども、ちょっと勉強のためにどの辺の自治体で、例えばそれが成功しているとかという、場所

がもし伝えられればお願いしたいと思います。 

 ２点目、そもそもそのコールセンターなんですけれども、その初動の対応が多分大変難しいか

と今までも思います。学校にかかってきて、学校の対応は悪かったとかと言って教育委員会に電

話がかかってくるとか、そういう対応が多分、多々あったと思います。その初動の対応について

なんですが、今回校長先生の経験者など会計年度職員として募集ということなんですが、その初

動の対応に特化した、カスハラ、カスタマーハラスメントという言葉も今できるぐらい、本当そ

の現代のコールセンターという特殊な現場ですか、東京でも今年の秋には官民問わずのカスハラ

防止条例を制定することを目標にしているということも考えて、苦情とか意見を寄せるのはあく

までも、子供も一応含まれていますが、主に保護者であると思いますね。あるので、その辺でコ

ールセンターの事業において会計年度職員を校長先生の経験者とする、その専門知識が必要だと

いうことになったのはなぜなのか。そのほかのコールセンターの経験者というか、そういう初動

の対応に特化した人をこれから人材として、校長先生の経験者という文言が入っていることが、

何かちょっと、何でなんだろうなというところだったので、そういうほかの専門のコールセンタ

ーに特化した人材を考えているのか、これから考えるおつもりがあるのかというのを、ちょっと

２点目としてお伺いしたいです。 

○柳井委員長 教育部長。 

○小川教育部長 水梨委員の御質問にお答えいたします。 

 まず先進事例ですね。こちらは奈良県の天理市です。全国唯一というか、初めてこういった教

育に関するコールセンターを立ち上げたというところです。天理市の場合なんですが、ちょっと

極端で、学校への問合せはしないでくださいと、コールセンターに一本化したんですね。これが

ある意味画期的というか、やり過ぎというか、というところもあると思うんですけれども、そこ

はやはり学校で受けるべきものは学校で受けたほうがいいよという考えもあって、牛久の場合は

そういったコールセンター一本化ということにはしておりません。様々な御意見がある中で、学

校に問合せをさせないというところのコールセンターを立ち上げたのが天理市ということで、か

なり大規模な人数をかけて立ち上げたようでございますが、ちょっと参考にさせていただいたの

はそこでございます。 

○柳井委員長 教育長、お願いします。 

○川村教育長 今のものに少し補足したいと思います。実は、文科省でもこういう保護者対応の

事業を立ち上げて、数は忘れましたが、幾つか指定を受けて今年から始まったという話は聞いて

います。いろんなところで私がいろんな情報を耳にすると、こういうものが増えつつある。先ほ

ど委員さんもカスタマーハラスメントという話が出ているという話がありましたが、いろんなと

ころでそういう動きは出ているという話を伺っています。ということは、非常に対応が難しい事

例もあるという形であると思います。そんな形で文科省も動き始め、そういう都道府県も動き始

め、教育関係の教育委員会でも、県市町村問わず動き始めている事例がございます。 

 天理市は、先ほどちょっとすごい、規模的にもすごいし、学校にはやらない、持っていかない
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でくれというような形を始めたのは訳がありまして、教員がやはり病気になったり、心を病んだ

りというところがたくさん出てきて、やむにやまれずという形で動かれたということは聞いてお

ります。なので、それは本当に人は財産ですから、そんなことは牛久市はしたくないという思い

であります。お答えになっているかどうか分かりませんが。 

○柳井委員長 教育部長。 

○小川教育部長 なぜ校長先生経験者というところなんですけれども、コールセンターといいま

しても一般的な商品のコールセンターとかと違って、やはり内容が教育に関すること、また学校

に関する内容になってきますので、そこは様々な経験を有する教職で、様々な経験を有して、ま

た管理職としての経験が長い校長先生というところは一つこの対象になるのかなというところで、

校長経験者等とさせていただいております。確かにカスハラ対策とか、こういったものはもちろ

ん対応しなければならないと思っていますので、こちらについては、カスハラに関する様々な対

応というところはマニュアル等を用意して専門的な対応ができるように、そちらも考えていきた

いと考えています。 

 以上です。 

○柳井委員長 よろしいですか。水梨委員。 

○水梨委員 ありがとうございます。私が今ちょっと個人的に、ボランティアでＰＴＡの活動の

ほうをしておりまして、保護者と教員、あくまでもペアレントティーチャーアソシエーションと

いう形でやっているんですけれども、そうすると、今の現代のＰＴＡ組織というものもだんだん

やっぱり改めていっているような状態なんですね。多分これちょっと言うとあれなんですけれど

も、入退会、入会だったり非加入、強制的なそういうのを聞かないとかというＰＴＡ、すごいそ

れはそれで非難を受けている状態なんですが、そういうものもちょっとやっぱり時代に合わせて

変えていっているような状態。やっぱり保護者と先生の間を結ぶという部分でのＰＴＡという組

織自体も、そのコールセンターと同じような立場で、僕自身個人的にも電話もかかってきますし、

そういう組織はだんだんと、じゃあ市でそういうコールセンターやってくれるんであれば、そち

らに電話をちょっと回してもらうような対応にしていったほうがいいのか、それともＰＴＡとい

う組織自体を市がもう要らないよという形で言ってくれているのか、ちょっと言い回しが難しい

んですが、ただ時代に合わせて少し考えていって、その辺も含めたコールセンターになっている

のか。 

○柳井委員長 コールセンターに関係する答弁、よろしくお願いします。教育長。 

○川村教育長 基本的にはＰＴＡは任意団体でございますので、それとコールセンターはちょっ

と……保護者と生徒に門戸は開いていますが、そちらの問題とはちょっと違うかなというところ

があります。筋的にはそういうことでございます。 

○柳井委員長 すみませんでした、どうも。 

 ほかに意見のある方。甲斐委員、お願いします。 

○甲斐委員 それでは、よろしくお願いします。２点ほど御質問させていただきます。 

 １３ページなんですけれども、小学校の管理運営する使用料及び賃借料ということで、これ御
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説明はバスの故障による賃借ということでございましたけれども、これ申し訳ないんですが、し

ょっちゅう故障されているような気がするんですが、どういう管理されているのかという実態の

御説明と、あと考え方として、今回民間委託というか民間賃借されるということで、ちょっと聞

いたところですと、その都度の契約事例では運転手の確保等が厳しいという話を聞いたんですよ。

なので、そんな壊れるバスを管理するんであれば年間契約の対応をするとか、そういうお考えが

ないのかというのがまず１点でございます。 

 あと２点目なんですけれども、その下、０１０８運動公園の体育館の屋根改修ということで、

工事内容ちょっともう１回説明いただきたいのと、これの終了見込みを確認を取っておきたいと

思います。 

 以上２点です。よろしくお願いします。 

○柳井委員長 教育部長。 

○小川教育部長 バスに関してです。これは、度々故障しているというところは確かにそのとお

りでございまして、３０年以上経過しているバスなんです。走行距離も相当伸びております。こ

のバスの在り方については、確かにこういった故障が頻発している状況を直しながらこのまま続

けるのかということではなくて、今後の市全体のバスの在り方というものを今庁内のプロジェク

トチームで検討しております。もちろん来年度予算に向けての方向性とか、こういったものもこ

の中で決定していく予定でございますので、当然、バスを購入するのか借り上げでいくのかとか、

こういった方向性もその中で出てくるものと思っております。 

 以上です。 

○柳井委員長 教育施設課長。屋根改修の件。 

○甲斐委員 工事内容です。 

○柳井委員長 教育施設課長。 

○北島教育施設課長 すみません。甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 まず工事概要といたしましては、体育館の屋根と屋上それぞれウレタンの塗装防水をかけると

いった工事と、あと屋根材と屋根材の接合部に空いた隙間、こういったものがちょっと劣化でご

ざいますので、そういった隙間を埋める改修を行いまして、今後雨漏り等が生じないようなこと

を行う予定となっております。 

 それと終了見込みというところなんですが、想定している工期としましては約１年間を見込ん

でおります。今回の継続費の補正の御承認をいただきましたら、入札準備を早々に進めまして入

札を行い、議会において契約の締結の承認を得られた後に工事に入らせていただく予定となって

おります。 

 説明は以上です。 

○柳井委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 ちょっとしつこいようで、すみません。まず今の工事のほうなんですけれども、こ

れは１回で済む工事で見ているのかどうなのかというのをお聞きしたいのが１つです。 

 バスのほうなんですけれども、これは答弁要らないんですけれども、先ほどもちょこっと言い
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ましたけれども、ちょっと言いづらいんですけれども、今人手不足ですからね。単発でこの辺で

市バスがぶっ飛んだのでこの期間だけ頼むよというのが、やっぱり人の確保が厳しいという声が

本当に多いんですよね。私この業界にいるので分かるんですけれども、それは牛久に限った話じ

ゃなくてほかでも聞いているし、何というんでしょう、逆につくば市あたりだともう最初から民

業委託で、それをちゃんと事業としてコントロールできるような体制にしているというふうにも

聞いていますし、部長のほうで御検討を図るということでしたので、その辺も含めた上でやられ

たほうがいいのかなという、こちらは意見です。結構、確かに言われていますよ、牛久市はバス

多いよねと。バス会社を出しているのみたいなことも僕本当聞いたことあるので、そんな嫌み言

われるのも嫌でしょうから、うまい事業計画を組まれたほうがいいのかなと思いました。これは

意見です。 

 工事のほう、よろしくお願いします。 

○柳井委員長 教育施設課長。 

○北島教育施設課長 甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 工事としましては、令和６年度に契約を締結する予定で、６年度と７年度で工事を進めていく

予定となっております。工事においては、その契約の中でメインアリーナ、サブアリーナ、あと

管理棟、それぞれ防水等を行います。進め方としてはメインアリーナから始めて、終わったら次

はサブアリーナで、それが終わったら今度は管理棟というような、工事エリアを順番に移すよう

な形で考えております。というのも、市内に今１つしかない総合体育館を、先ほど申し上げまし

た想定工期１年間ということで、その１年間止めるという判断もちょっと大変難しいこともござ

いまして、工事は体育館を使いながら進めていくというような形で準備をしております。 

 以上です。 

○柳井委員長 よろしいですか。ほかにございますか。水梨委員。 

○水梨委員 すいません。コールセンターなんですけれども、一応県内初ということなので、状

況を見ながら改善をしていくと思います。回線だったり人員等の改善ですか、そのおつもりがあ

るのかどうかの確認です。 

 もう１点、今年度６月の補正予算ということなんですが、うまくいった場合、来年度の予算額

幾らぐらいなるか、ちょっと分かる範囲でお願いします。 

○柳井委員長 教育部長。 

○小川教育部長 水梨委員の御質問にお答えします。 

 まず、今回この事業自体が県内初ということになりますので、いろんな意味で注目されるのか

なというところもあります。人員についても、まず１人というところからスタートさせていただ

くということで考えていますので、当然のことながら、コールセンターにかかってくる電話の数

とか、そういったものが今後増えてくるという場合には増員も考えなきゃいけないなと思ってお

ります。 

 あと、コールセンター自体のシステムを今後改善する必要も、そういった数が増えてきた場合

には当然必要かなと思いますので、そういったハード的な部分も改善を図っていくという余地は
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ございます。 

 以上です。 

 すみません、来年度予算については、ちょっと今年度の在り方、実際に動いてからの状況を見

て来年度の計画を立てていきたいと思います。 

○柳井委員長 よろしいですか。ほかに質疑ございますか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○柳井委員長 ないようですので、以上で議案第４５号に対する教育委員会所管の質疑及び意見

を終結いたします。 

 ここで、執行部説明員の入替えを行いますので、暫時休憩いたします。再開は１０時５５分と

いたします。 

午前１０時４６分休憩 

                                    

午前１０時５５分開議 

○柳井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、市長公室、経営企画部、総務部所管の案件について審査を行います。 

 本委員会に付託されました市長公室、経営企画部、総務部所管の案件は、 

 議案第４５号  令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号） 

 以上１件であります。 

 なお、会議録を作成しますので、マイクを使用して発言していただきますようお願いいたしま

す。また、執行部におかれましては、所属を述べた後に議案説明、答弁等をお願いいたします。 

 これより議事に入ります。 

 議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 議案第４５号について提案者の説明を求めます。営業戦略課長。 

○池田営業戦略課長 営業戦略課の池田です。よろしくお願いいたします。 

 議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）のうち営業戦略課所管のものにつ

いて御説明させていただきます。 

 補正予算書１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 歳出。款２総務費項１総務管理目３広報広聴０１０６牛久市のシティープロモーションを行う

についてでございます。こちらは、現在運用しておりますシティープロモーションのホームペー

ジについて、視認性を向上させるとともに、ふるさと納税に関するページとフィルムコミッショ

ンに関するページを新設し、市特産品の情報発信を強化することで牛久市に対する寄附の増加を

図るほか、牛久をロケ地として活用していただくために必要な情報が閲覧できるよう、ページの

改修にかかる費用や、フィルムコミッション活動を展開するためのパンフレット制作費、ロケツ

ーリズム協議会へ参加するための旅費など２０６万円を増額補正し、３０６万円とするものでご

ざいます。 

 内訳といたしましては、まず旅費につきましては、後に御説明させていただきますロケツーリ
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ズム協議会に参加するための都内会場までの電車代及び制作会社を訪問するための電車代として

３万２，０００円。需用費につきましては、フィルムコミッション活動を展開するため、ロケ地

として提案できる市内施設等が掲載されましたパンフレットを制作するための費用として３万５，

０００円。委託料につきましては、現在運用しているシティープロモーションのホームページの

改修にかかる費用として１９８万３，０００円。負担金につきましては、一般社団法人ロケツー

リズム協議会が開催する制作会社等とのマッチングや情報交換会に参加するための参加費５回分

として１万円。 

 以上となります。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 政策企画課淀川です。よろしくお願いいたします。 

 当課所管の補正予算については、歳入２件、歳出１件となります。 

 まず、歳入から御説明をいたします。 

 議案の８ページ、９ページを御覧ください。 

 款１５項２目１のデジタル田園都市国家構想交付金となります。こちらは牛久市、つくば市、

土浦市、下妻市の４市が連携し、地域公共交通の維持・拡充に向けて実施する実証実験であり、

ドライバー不足に対応するためのドライバーバンクの構築、ＡＩオンデマンド及び自家用有償旅

客運送の仕組みを活用し、牛久市におきましては、うしタクと並行し、デマンドタクシーでの移

動の効率化や増車に向けた実証実験を行うものであり、国からの交付金６，０２０万１，０００

円を計上するものです。 

 次に、同じページ内、款１９項２目５公共施設等総合管理基金繰入金となります。こちらは、

牛久運動公園体育館の屋根改修工事におきまして、継続費の年度割額の組替えに応じまして、基

金からの繰入金３，７６０万２，０００円を増額するものとなっております。 

 続いて、歳出となります。 

 １０ページ、１１ページを御覧ください。 

 款２項１目７、０１０５近隣市町村との広域交通網を構築する。歳入で御説明しました４市連

携事業の事業費となりますが、つくば市が４市を取りまとめて委託等を実施する構成となってお

りますことから、本市における予算計上は、負担金として８，０２６万９，０００円を計上する

ものとなっております。 

 政策企画課所管の補正予算の説明は以上となります。 

○柳井委員長 ありがとうございます。財政課長。 

○池邉財政課長 財政課の池邉です。よろしくお願いいたします。 

 財政課所管の補正の内容につきまして御説明いたします。 

 ８ページ、９ページを御覧ください。 

 款１９項２目１の財政調整基金繰入金につきましては、牛久市一般会計補正予算の予算調整の

結果、１億１６６万９，０００円を財政調整基金から繰入れするものでありまして、これにより

まして財政調整基金の残高見込みにつきましては３４億６４５万６，０００円となります。 
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 以上となります。 

○柳井委員長 デジタル推進課長。 

○大町デジタル推進課長 デジタル推進課大町です。よろしくお願いいたします。 

 補正予算のうち、デジタル推進課所管箇所について御説明いたします。 

 まず、歳入になります。議案資料の８ページ、９ページを御覧ください。 

 款２１諸収入項５雑入のうち、デジタル基盤改革支援補助金２，５４６万５，０００円につき

ましては、歳出におけます基幹システムの改修費用で標準準拠システムの構築費用を増額するこ

とに伴う財源としての補助金の増額になります。 

 続きまして、１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 歳出の款２総務費項１総務管理費目９電子計算費０１０４コンピューターとその周辺機器を管

理するのうち、委託料の基幹システム改修３，４１４万４，０００円につきまして、内容が２点

ございまして、まず１点目、先ほど歳入で申し上げました基幹システムの標準準拠システムの構

築費用ですが、こちら当初８，８００万円を見込んで計上しておりましたが、仕様が確定したこ

とによりまして２，５４６万５，０００円を増額するもの。２点目といたしましては、令和６年

度の児童手当法の改正に伴う改修費用につきまして、こちら当初概算費用として６６０万円で見

込んでおりましたが、こちらも改正内容が確定したことによりまして８６７万９，０００円を増

額するものでございます。 

 続きまして、その下にある使用料及び賃借料１８８万１，０００円につきましては、オンライ

ンによる各種申請や予約等による行政サービスの向上と業務効率化のために牛久市公式ＬＩＮＥ

を活用するためにかかるシステム使用料の増額となります。 

 以上になります。 

○柳井委員長 管財課長。 

○小林管財課長 管財課小林です。よろしくお願いいたします。 

 管財課所管の補正予算、再推計でございますが、御説明させていただきます。 

 予算書１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 款２総務費項１総務管理費目６財産管理費０１０３市長車、議長車、バスを運行する。使用料

及び賃借料６６９万円の増額です。この内容ですが、おくの義務教育学校の児童生徒送迎バス１

台分不足しておりますので、借り上げ料の増額補正となります。 

 説明以上でございます。 

○柳井委員長 ありがとうございます。 

 これより議案第４５号に対する質疑及び意見を行います。 

 質疑及び意見のある方は御発言願います。遠藤委員、どうぞ。 

○遠藤委員 １０ページ、１１ページの近隣市町村との広域交通網のところ、ドライバーバンク

を創設をするということですね。この負担金については、今御説明がありました。国からの交付

金が４分の３出るということなんですが、大体このドライバーバンクというその構想の内容を教

えていただきたいと思います。 
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 それと、うしタクのＡＩオンデマンド、実証実験ということなんですが、具体的にどのような

ことを想定しているのか、この辺を伺いたいと思います。 

 あと、失礼しました、その上ですね。シティープロモーションなんですけれども、今この説明

の中にもあるんですけれども、ふるさと納税のところと分かりやすくということなんですが、寄

附の増額を見込むということなんですが、じゃあ今までのホームページ、シティープロモーショ

ンのホームページ改修ということなんですけれども、そうしますと、今までの中身では十分でな

いというふうに担当課としては考えていたのかどうか、そしてこの委託をどういうところに委託

をするのかを伺いたいと思います。 

 あと、このフィルムコミッションですね。牛久も結構いろいろと映画とかテレビのそういうも

のにも使われているんですけれども、それ以上にやはり、なかなか十分にもっと活動というかな、

そうするための負担金なのかどうか。５回分として１万円ということは、１回当たり２，０００

円ということなんですが、この内容が教えていただきたいと思います。 

 以上ですね。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 御質問にお答えをいたします。 

 まず、ドライバーバンクにつきましての御説明となります。こちらは、現在の牛久市における

課題でもありますドライバー不足、こういったところに対応するための実証実験ということで、

広域の４市で提案をしているものでございます。ドライバーバンクという４種のプラットフォー

ムをつくりまして、一種ドライバー、いわゆる普通免許のドライバーを募集をして、ドライバー

の獲得、それから育成、管理、ここまで一括して行うような仕組みを考えてございます。その一

種ドライバーにつきましては、各市で行います自家用有償旅客運送のドライバーとなっていただ

きまして、各地域で運行を担っていただくというようなことを考えてございます。 

 さらに、既にバス、タクシーなどドライバー不足が叫ばれている中でございますので、このド

ライバーバンクの中で一種ドライバー請け負っていただいた方々で、さらに二種ドライバー、い

わゆる事業としてそういった興味がある方、そういったところに資格の取得の支援だとかを仕組

みをつくりまして、そういった事業に携わっていただく人材を育成していくという仕組みも含め

て予定をしてございます。 

 続きまして、うしタクのＡＩオンデマンド化というところでございます。こちら、事業の説明

の中でうしタクのＡＩオンデマンド化というふうにちょっとなっておるんですけれども、実際に

牛久市で行うことは、うしタクが現時点で増車をしたくても、運行事業者の御都合であるとかド

ライバー不足の関係で増車ができない状況にあるというところで、うしタクと別の事業として、

うしタクと並行して自家用有償旅客運送、いわゆる一種ドライバーの運行の仕組みを入れるとい

うふうに考えてございます。ＡＩオンデマンドということで、その一種ドライバーの運行に関し

ましては、いわゆる配車アプリ、ＡＩを活用した配車アプリを活用してデジタルの技術を活用し

た事業として導入するという仕組みを予定してございます。 

 以上でございます。 
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○柳井委員長 営業戦略課長。 

○池田営業戦略課長 営業戦略課池田です。遠藤委員の御質問にお答えさせていただきます。 

 まず、シティープロモーションのホームページについて御指摘いただきましたとおり、これま

で市が運用してまいりましたシティープロモーションのホームページにつきましては、掲載され

ている情報が、情報量が限られており、更新頻度も少なかったことから、期待していた効果が得

られていなかったというのが現状として認識しております。ですので、今回のシティープロモー

ションのホームページにふるさと納税の情報やフィルムコミッションの情報を盛り込み、また、

企業誘致に対しても独立したホームページにアクセスできるようにすることで、一体としての情

報発信を行うための改修でございます。 

 委託先につきましては、牛久市の公式ホームページを管理している事業者となります。メリッ

トとしましては、運用に伴う維持管理費につきましては公式サイトのＣＭＳを利用しますので、

費用が発生しないというメリットがございます。 

 次に、フィルムコミッションにつきましては、ロケツーリズム協議会というのが、一般社団法

人ロケツーリズム協議会といいまして、ロケ支援に必要なサポート等の体制づくりや制作会社と

自治体のマッチングなどを行う場でありますので、年６回開催されております。今後、７月、９

月、１１月、１月、２月に開催予定でございますので、１回当たり２，０００円の参加費として

負担金を計上させていただいております。 

 以上です。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、ドライバーバンクのところなんですが、創設をされるということなんで

すが、拠点となるのはどういう場所に拠点、バンクをつくるのかというところが１つと、それか

ら先ほど説明ですと、４種のプラットフォームということもありましたけれども、一種免許を持

っている方たちの管理をしていくということなんですが、たしかタクシーの運転手さんは二種免

許ですよね。二種ですよね。そうしますと、二種を持っているということはそれだけの、タクシ

ーの方々がお客様に対しての安全性とか、そういうものをきちっと対応するということでそうい

う二種の免許の取得ということ。東京なんかだとタクシー会社がこういうライドシェアですか、

そういうものに中心になっていくというんですか、牛久の場合はどういうふうに、今後ある程度

人材を育成しながらうしタクのほうにも活用していきたいという、今たしか答弁だと思うんです

けれども、具体的にどういうふうに、拠点としてあるところがどうなのかということ、それから

人材を育成していくということでは、どこが責任を持ってきちっと、負担金を出しながらという

ことなので、その辺の対応ですね。それと、うしタクのほうではこれから人材不足、増車も難し

いということなのでアプリを利用しながらということなんですが、現在そういう状況など今後見

込めるのかどうかというところを再度伺いたいと思います。 

 それとシティープロモーションのほうでは、確かに牛久のホームページというのは、なかなか

閲覧をしていてもどうなのかなというところが確かに見受けられるところがあるんですね。委託

会社については公式のホームページのところにお願いをするということなんですが、今後期待さ
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れる効果としては、ふるさと納税の寄附の増加ということなんですが、今までどのようなことで

こういうことをやられてきたのか、その辺を伺いたいと思います。 

 それから、ロケのほうなんですが、そういう会合に参加する負担金ということなんですが、ど

ういう効果をここで狙っているのか、その辺も伺いたいと思います。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えをいたします。 

 まず、ドライバーバンクの拠点というお話でございます。こちら、事業の詳細がこれから詰め

ていくという部分がございます。というのは、４市とも今この６月の議会に予算を上程させてい

ただいておりまして、全ての市で予算が認められたことを受けまして、その後の事業が具体的に

業務委託であるとかそういったところが進んでいきます。拠点としまして今想定をしております

のは、つくば市が代表して委託という話をさせていただきましたが、それを請け負っていただく

事業者を想定しています。これは、いわゆるＡＩオンデマンドであるとかデジタル化というとこ

ろも含めて、いわゆる配車システムを持っているような事業者、具体的にはアプリ事業者という

ような呼び方もするかもしれませんが、そういったところを持っている事業者に委託をするとい

うことが想定をされております。その上で、そこに交通事業者ですね。バス、タクシー等ござい

ますけれども、そういった事業者に御協力をいただいて運行管理をしていただくという仕組みを

想定してございます。ということで、拠点、いわゆる場所でいう拠点であるとか、そういったと

ころはまだ想定ができていないところでございます。 

 続きまして、ドライバーの安全性といいますか、そういったところの担保のところですが、こ

の仕組みを交付金の申請で提案した段階で、ドライバーバンクでいわゆるドライバーの獲得、育

成、管理まで含めてやっていきますというところを具体的に説明を入れてございます。具体的に

は、まず運転手の登録をする段階で適正な審査を行う。もう一つが、運行管理の上でも適正な運

行管理を行う。さらに車載装置ですね。いわゆるドライブレコーダーであるとか、そういったと

ころの条件を明確につける、それによる安全確保を設けるということですね。それともう１点、

運行に際しましてよく報道にもございますが犯罪ですね、犯罪対策。こういったところも含めて

対策を講ずるということで、表現をさせていただいております。そのことによりまして、ドライ

バー自身もそうですけれども、御質問にありましたとおり乗る方の安全性、そういったところ双

方の安全性を担保するということで位置づけてございます。 

 それと運行の責任というところでございますが、こちら運行主体となるのはあくまでも牛久市、

自治体になります。牛久市が運行主体となりますので、いわゆる運行の責任というのは牛久市に

あるという形になります。その上で、この後詳細な条件は決定していくと思いますが、実際に運

行していただく方、一種ドライバーですね。そういった方との契約の約束事だとか、そういった

詳細の部分で決定していくところと捉えております。 

 それともう１点、アプリの活用につきましてでございます。現時点で牛久市においては、うし

タクも電話予約ということで、アプリを活用した配車という形はやってございません。しかしな

がら、うしタクも電話予約ではありますけれども、配車のシステムはいわゆるシステム化されて
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おりまして、効率的なものが、ＡＩではないんですけれども、効率的なルートであるとかそうい

ったものが設定できるシステムが既に入ってございます。アプリにすることで利用者側が利用し

やすい、例えば即時といいますか、すぐに乗りたいという場合の予約に対応できるであるとか、

そういったことも想定されていきますので、今後アプリの導入というのも見据えていく、その一

つの入り口になっていくのかなというふうに考えてございます。あわせてアプリの活用というと

ころでまず出てくるのが、高齢者の方々の操作であるとかそういった問題が出てきます。こうい

ったところも並行して考えていかなきゃいけないというところで、４市の打合せの中ではそうい

った話題も出ているところでございます。この実証実験の中で何ができるかというところまでは

ちょっとまだ詰まってはいませんけれども、牛久市としてもそこも含めて今後見ていきたいと考

えているところでございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 営業戦略課長。 

○池田営業戦略課長 営業戦略課池田です。 

 遠藤委員からホームページが見づらいというふうな、分かりづらいという御指摘をいただきま

したが、そういった部分を今回の改修で一つずつ解決をしていきたいと思っております。その中

で、ふるさと納税の寄附額増加に向けてこれまで取り組んできたことという御質問ですが、まず

返礼品の拡充を第一に行ってまいりました。４年前に１００品目だったものが現在６００、また

シーズンによっては８００を超える返礼品を掲載しております。ポータルサイトも、この４年間

で２サイトから１３サイトに増えております。事業者との連携にも取り組んでまいりまして、明

日１９日、あさって２０日、この場で事業者説明会を開催しまして、市内の事業者様、また新規

で登録をしようとする事業者様に向けた説明会を開催して、多くの事業者様と一緒にこのふるさ

と納税の事業を取り組んでまいりたいと考えております。そのほか、ふるさと納税を募集するサ

イト内の広告も積極的に活用しておりまして、そういった効果で寄附が伸びている現状がござい

ます。 

 また、ロケツーリズムについて協議会に参加する効果についてですが、協議会に参加すること

で、制作会社はもちろん、多くの自治体とまずは連携をすることが重要だと考えております。制

作会社に対するアプローチのほか自治体間の連携を強化することで、ロケの一部、一つのドラマ

や映画のロケの一部に市内の施設を活用してもらえるような取組を行って、効果を得ていきたい

と考えております。 

 以上です。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 今のドライバーバンクの創設なんですけれども、この４市、関係市があるんですけ

れども、それぞれ今、これからスタートするということなんですけれども、人材をどのくらいと

見ているのか、新聞報道では何かつくばのほうがかなりいろいろと報道されているということも

あるんですけれども、つくばが取りまとめということなんですが、牛久はどのくらいの人員を想

定されているのかを伺いたいと思います。 
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 あと、国庫補助率が４分の３ということなんですけれども、これ関係市は大体皆同じような補

助率になっているのかどうか、これ牛久だけのことかもしれないんですけれども、その辺ちょっ

と確認をさせてください。 

 以上です。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えをいたします。 

 ドライバーバンクでの人材の確保の想定といったところでございます。現時点でドライバーバ

ンクのほうでの想定ですが、ドライバーバンクそのもので採用に向けた人数、これは積算上の想

定ですけれども、事業費を出すための想定で約７０名から８０名、これ４市でですね。というの

がございます。その先になりますけれども、各市で行う実際の運行のほうですね。こちらを想定

している人数もございます。牛久市の運行では一応１７名を想定してございます。ここについて

も今、各市で各市ごとの運行の条件だとかを精査しているところですので、そういったところに

より数字の増減があるというふうに考えてございます。 

 もう一つ、交付金の割合でございます。交付金の制度上の割合で４分の３というふうに示され

てございます。今回につきましては、４市とも全て事業費の４分の３が採択されているというふ

うになってございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 それでは杉森委員、お願いします。 

○杉森委員 遠藤委員と同じ２項目を質問させていただきます。 

 １つは、シティープロモーションのことですけれども、先ほど、これを委託先は今の公式ホー

ムページの扱っている企業だというお話だったんですけれども、やはりトップページがまず問題

だと思っているんですよ、牛久市の場合。そして、ホームページの役割というのはもちろん市内

向けと市外向けと２つあると思うんですね。市内向けのところは、まあまあ私はできていると思

うんですけれども、使いにくいとかそういうところは別にして。牛久の場合、特に弱いのは市外

向け、それはどういう意味かといったら、私は、この目的は何なのかというところをもっと明確

に持ったほうがいいと思っているんです。市外向けというのは何かといったら、率直に言って転

入移住をどう促すかと、どうそのような気持ちになってもらうかというところを、それだけとは

言いませんけれども、主に考えるべきではないかというふうに思うわけです。特にプロモーショ

ンということで考える場合は、その問題を目的として、何回アクセスがあったかとかそういうの

はもちろん大事ですけれども、それで何を思ってもらうか、考えてもらうのかというところでは、

やっぱり牛久いいんじゃないかなと、単に思うだけじゃなくて移って住んでみようかなというと

ころまで持っていくというのがやっぱり目的として明確に意識しないと、単に、いいところだね

とかそういうレベルだけでは、やっぱり駄目だと思うんですね。 

 ですから、そういうところでホームページの構成とか、プロモーションの在り方というところ

は考えるべきではないかと思いますけれども、率直に言って今の委託先のところのままでいいの

かどうかということも、やっぱり検討はしたほうがいいんじゃないかと。その意味で契約期間と
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いうのがどの程度の期間なのかということをお聞きしたいのと、あとやっぱり委託先というとこ

ろでは、ホームページの作り方とかそういうのも含めて、やっぱり進んでいるところに学ぶ、特

によく言われるのは、最初の段階ではまねするというところも含めてやっていくというところで

変えていく、独自のやり方で変えていくということではないかというふうに思いますし、委託先

についてもそういった配慮も考えながら進めていったほうがいいんではないかと思います。 

 それともう一つは、やっぱりそのブランディングといいますかね、牛久のよさというものを分

かりやすく示す、そういった構成というものをかなり意識して、このシティープロモーションの

ところでは進めていく必要があるんではないかというふうに思うわけですけれども、私は個人的

には牛久は売り込むところは幾らでもあるんじゃないかと思っているんです。大変土地が安い、

家が安い、あるいは自然、里山に恵まれた環境を持っているですとか、育児、子育てのところで

も待機児童ゼロですとか、児童クラブが充実しているですとか、牛久かっぱ塾がありますよとか、

大変、自校式給食ですとか自慢できるところはいっぱいある、そして交通の便も大変いいと。そ

ういったことを分かりやすくまとめて、売り込むということではないですけれども、印象づけて

いくような構成が必要なんではないかというふうに思います。その点どのようにお考えか、お聞

きしたいと思います。 

 それから、ドライバーバンクとうしタクＡＩオンデマンド化の問題ですけれども、報道が幾つ

かされています。ちょっと確認の意味で読み上げると、システムは４市が共同で構築する。一般

ドライバーが自家用車を運転し、有償で客を運ぶ日本版ライドシェアはタクシー会社が運営主体

となるが、実証実験では４市がそれぞれ運営主体となる。４市が共同でドライバーバンクを創設

し、４市で７６人のドライバーの登録を想定しており、これと連動した配車アプリを作成し、利

用客とドライバーをマッチングさせる。運転手は今年秋から募集するという。車両は、つくば市

は乗用車、下妻市は小型バスを想定するなど、自治体の事情によって変わる。ドライバーの健康

管理や車両の整備などはタクシー会社などに委託する。つくば市が中心となり３市に呼びかけた。

実証実験を行うエリアや時間帯、料金などは各市がそれぞれ決める。事業は国のデジタル田園都

市国家構想交付金を活用。令和６年度は４市で３億３，５００万円を計上する。実証実験は３年

間行う。ということで、補正予算額８，０２６万円で国庫補助が４分の３の６，０２１万円を牛

久市は計上しているということのようです。 

 それともう一つ、報道では３月１１日の規制改革推進会議の作業部会でライドシェアが議論さ

れ、つくば市の五十嵐立青市長は、ビデオメッセージで新法が必要だと強く考えると述べた。運

行主体をタクシー会社に限れば、運転手の高齢化で廃業リスクが高まると訴え、他の事業者の参

入も認めるよう提言した。タクシー会社の営業区域にとらわれない制度設計が必要とも指摘した。

大都市以外では運行地域の限定では事業として成立しにくいと説明した。というふうに書かれて

いますが、これらの問題は間違いないのかどうか、この間の経緯としてですね。その点を確認し

たいと思います。 

 その上でお聞きしたいのは、現在のうしタクとのすみ分けはどういうふうになるのかというこ

とが１つ。それと、その上で配車アプリの在り方というのはどういうふうに変わるのか、まだは
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っきり分かっていないのかも分かりませんけれども。それと、その場合の牛久市の車両はどうい

うものを想定しているのか。また、支払い方法はどういうことを想定しているのか。それと運賃、

乗車賃の想定。運行日あるいは運行時間、先ほど運転手の数は牛久は１７人というふうに言われ

ていましたので、それは結構です。あと運行範囲ですね。先ほど五十嵐つくば市長が言っていま

したけれども、他市との境界というのが超える方向で進んでいるのかどうかということ。それか

ら予算の今回の２，０００万という費用は、実証実験は３年間行うということなわけですが、こ

の３年分のことなのかどうか。その点についてもお示しいただきたいと思います。 

 以上です。 

○柳井委員長 営業戦略課長。 

○池田営業戦略課長 お答えさせていただきます。 

 シティープロモーションについて、まず市の公式ホームページにつきましては、契約期間であ

ったり委託先の御質問ございましたが、公式ホームページの管理を広報広聴課で行っております

ことから、契約期間等の情報を持ち合わせておりません。その点については差し控えさせていた

だきたいと思います。 

 市内、市外向けの情報のうち、特に市外向けについては、当然シティープロモーションとして

積極的に取り組まなければいけないものとなっておりますので、御指摘いただいたように、また

さきの一般質問でも御質問いただきましたように、ブランディングというのをしっかり明確につ

くり上げたいと考えております。全世代に抽象的な表現で市の情報をＰＲしていくのではなくて、

目的を明確にするという意味で、市のアピールポイント、明確なフレーズでどういった世代に届

けたいのかというのをしっかりターゲットを絞って広報活動を行っていきたいと思います。また

そのシティープロモーションのホームページの部分につきましては、公式ホームページの委託先

にお願いすることで、運用に伴う維持管理費がかからないというメリットはさきにもお伝えいた

しましたが、そういったメリットがあるだけではなく、事業者にどういうホームページの改修作

業をさせるのかというのを市がしっかり関わって、どういった目的でどの世代向けの情報発信を

強化したいのか、牛久市に興味を持っていただけるようなページ構成というのをしっかり議論し

ながら、市主導で進めていきたいと考えております。 

 以上となります。 

○柳井委員長 市長公室長。 

○飯野市長公室長 今、営業戦略課長のほうから説明をさせていただきました広報広聴の部分が

一部ありますのであれですが、ホームページのほうは契約期間が現在５か年でありまして、令和

９年まで契約があるんですけれども、その契約の中で１回だけホームページの見直しを無料で行

うことができるという契約の条件の中にありまして、現在その契約、ホームページの見直しに向

けて委託している業者との今後改修に向けて進めていこうということで、担当のほうは今進めて

おります。委員さんおっしゃるように目的が何なのかというのをしっかり押さえた上でホームペ

ージ見やすく、そして分かりやすい構成にしていきたいと思います。人口増加というところをき

ちんと目的を押さえるんであれば、住む場所、宅地の供給、あるいはいろんな施策サービスの部
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分をきちんと情報を伝えていく、そしてその伝え方、シティープロモーションもしっかり押さえ

て、その３点をうまく一体となって進めていくというのが非常に大切だと思っています。 

 最初の入り口のところがこのホームページというところになれば、非常に重要な点であります

ので、今後その見直しに向けた部分は業者と十分踏まえて改修のほうを行っていきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えをいたします。 

 まず新聞報道にありました内容につきましてでございますが、これまでの経緯等を含めまして

新聞報道のとおりとなってございます。 

 もう１点、つくば市長からのコメントの部分でございますが、こちらにつきましては直接本事

業の動きとはまた別の意見というふうに捉えてございます。いわゆる今の法体系でやろうとして

いるのが今の実証実験の内容となってございます。つくば市長のいわゆる法改正だとかそういっ

たところにつきましては、今後のライドシェアという言葉の定義の部分になってくるかとは思い

ますけれども、いわゆるタクシー事業者、既存の交通事業者の、何というんですかね、民業の圧

迫であるとか、そういったところに直接的に結びつかないような事業が望ましいと牛久は考えて

ございます。そういったところは、国の動向を今後も見ていきたいというスタンスと考えており

ます。 

 続きまして、実証実験に関しましてうしタクとのすみ分けという部分でございます。既に、う

しタクとしまして市内全域フルデマンドで実施をしてございます。当然に実証実験を行うに当た

ってうしタクの事業と完全にバッティングするような形は望ましくないと考えてございます。意

味合いとしましては、うしタクの今足りない部分、増車ができないであるとか、混雑している時

間帯であるとか目的地、そういったところを分析した上で、足りないところに充てられる運行形

態にしようというのを本線に今検討をしているところでございます。大きくは、まずタクシー事

業者にお願いしているうしタクと、そうでない第一種免許ドライバーの運行ということで、全く

違う、法制度に関しましても全く違う事業が入るというふうに考えてございますが、市民の方々

にとっては同じ移動手段であります。あまりにも違うものが入ったときに、いわゆる混乱である

とか使いづらいということも想定されますので、そういったところも含めて検討をしているとこ

ろでございます。 

 続きまして、運行の事業内容のところでございます。この内容は、ちょっと往々にして今検討

中のところが多々ございまして、現時点で検討中ということを前提にお答えできる範囲となりま

すけれども、まず車両につきましては、一般ドライバーの方自身の車両でやっていただくという

のがほとんどの内容かと思ってございます。牛久市としては、ほかの市でいわゆるデマンドバス

のようなことも想定をしているんですけれども、そういった路線の運行ではなくて、あくまでも

うしタクを補完するタクシーのような移動手段と考えておりますので、乗用車のサイズでの運行

を想定をしてございます。 
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 それと乗車運賃ですね。運賃であるとか運行時間、ここは今まさに検討中というところでござ

いますが、基本的にはうしタクと同程度の運賃で考えてございます。 

 また運行時間ですが、ここにつきましては、うしタクは平日のみとなってございます。一つ実

証実験でここを、うしタクの足りない部分を補完すると先ほど申し上げましたが、いわゆるほと

んどの方が高齢者で、多くの割合が病院の通院ということが実績として出ております。それで特

に午前中のお断り数が多くなっているというところから、そういったところをちょっと一つター

ゲットにして考えていきたいと思っております。なので、平日プラス土曜日の午前中であるとか、

土曜日というところも今視野に入れて検討をしているという状況にございます。 

 それと運行範囲ですが、こちらは新聞報道では、他市のものも含めてですが、他市では行政界

をまたいで、いわゆるバス路線が廃止された部分であるとかそういったところの補完なんかも含

めてつくっているところから、行政間をまたいでの運行というところで紹介があったと思います

が、牛久市においては基本的には市内、牛久市域の中で、さらに今言ったこの事業の制度の条件

でございます交通空白地というところをどういうふうに捉えていくかというところで、今検討し

ているところでございます。 

 最後に予算のところですが、３年間の事業ということで、この補助の制度の条件としまして令

和８年度までのこの実証実験の実装をしなさいという内容になってございますので、３年間とい

うふうになってございます。今回の補正予算で上げさせていただいたものは基本的には本年度、

令和６年度の事業費になります。しかし、システムの購入であるとかそういった部分は、３年間

使用するものを一括で購入できるものは本年度、交付金の対象として今年度に計上してございま

す。牛久市でいうと今回のいわゆる８，０００万というのが事業費になってございますが、７年

度、８年度、こちらは事業内容が固まらないとはっきりした金額は出てこないんですが、概算で、

いわゆる交付金の申請の書類等々で概算で出していたものとしましては、牛久市の運行形態で実

施しますと年度で２，６００万。ここに運賃収入が入ってくるという想定でおります。それが７

年度、８年度というふうに計画をしたところでございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 杉森委員。 

○杉森委員 支払い方法がちょっと答えがなかったので、お聞きしたいと思います。 

 それと、あと最後の予算のところのあれがちょっと分かりにくかったんですが、２，６００万

というのは、そもそも７年、８年のほうは国庫補助はあるのかどうかというのを御説明いただき

たいのと、それと７年度、８年度というのは年２，６００万ということなのかどうなのかという

のがちょっとよく分からなかったので、説明をお願いしたいと思います。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えします。 

 すみません、答弁が漏れました。支払い方法ですけれども、こちらについては、今後委託され

るアプリの事業者の支払い方法によるところもあるんですが、基本的にはアプリで決済できる、

いわゆるキャッシュレスの決済を予定してございます。そのような中で、例えばクレジットカー
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ドの支払いであるとかそういったところも含めて、今検討中になってございます。基本的にはキ

ャッシュレスを目指すところかなというふうには考えてございます。 

 それと予算のところ、すみません。後年度の７年度、８年度につきましては交付金の措置はご

ざいません。単年度で２，６００万の事業費になってございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 ほかに質疑。石原委員。 

○石原委員 公共交通空白輸送の件なんですけれども、その移送先について、今うしタクでは市

外への移送先として龍ケ崎の済生会病院、これはやられておりますが、この交通空白輸送を導入

する段階でも龍ケ崎済生会病院は含まれるのかどうかということ。 

 それから、昔サンライズで阿見町の東京医科大学茨城医療センターですか、ここへは移送でき

たわけですけれども、今度導入される予定の交通空白輸送については、阿見町の病院への搬送と

いうか移送についてはどのように考えているのか、やれるのかやれる方向で考えているのか、お

答えをいただければというふうに思います。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えします。 

 今実証実験で検討している運行エリアとしましては、あくまでも市内、牛久市内でありまして、

先ほど申し上げましたその中でも、今委員からもありましたけれども移送先をどういうふうに設

定していくかというところを含め検討しているところでございます。したがいまして、阿見町の

ほうも同様に、牛久市内の運行ですので今のところの検討には入っていないというところでござ

います。 

 以上です。 

○柳井委員長 石原委員。 

○石原委員 これ次長、利用者からやはり阿見町の医療センターへの移送を希望する声が強くな

ってきたような場合、これはどうなんでしょうかね。全く考慮されないというふうに言い切っち

ゃうんですか。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えをいたします。 

 うしタクをはじめ市民の方から市外への移送の御希望、御意見というのは既に継続的に受けて

いるところでございます。これまでも今後の検討事項としていくというようなお答えをさせてい

ただいているところではございますけれども、今回の実証実験につきましては一旦はこの形を取

らせていただこうと思っていますが、今事業期間の話もありましたけれども３か年の事業でやっ

ていきます。ここでうしタクと並行してやっていくという前提でやってございます。ですので、

うしタクそのものの契約期間も来年度迎えるというところでございますので、その制度設計であ

るとか市民の意見、そういったところを受けた上でその後の展開というのは考えていくつもりで

ございます。 

 以上です。 
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○柳井委員長 石原委員。 

○石原委員 分かりました。それじゃあその状況次第で検討もあり得るというふうに理解をして

おきます。それで次長、もう１点、実証実験、これ３年間ということなんですけれども、その３

年間という根拠は何ですか。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 今回この実証実験３年間としていますのは、交付金の補

助制度の条件から出た３年間となっております。 

 以上です。 

○柳井委員長 石原委員。 

○石原委員 そういうことであれば致し方ないということなんですけれども、これちょっと３年

間は長いような気がするんですね。実際に高齢者というか年齢というのは毎年毎年、釈迦に説法

ですが、重なっていくんであって、高齢化もかなり進行しているということなので、その辺につ

いてはどうなんでしょう。市として、３年間を見直していただけるような働きかけというのはや

る考えがあるのかどうか。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えいたします。 

 この実証実験の期間としましては国の制度のところで今回採択をいただいていますので、３年

間の事業と理解をしてございます。それと同時に、先ほど申し上げましたとおりうしタクである

とかほかの交通の検討もしなきゃいけないというのは、実証実験のみならず課題として持ってご

ざいますので、今話のありました高齢化の進展であるとか、そういったところの背景はきちんと

押さえた上で考えていきたいとは思っております。 

 以上です。 

○柳井委員長 ほかにございますか。出澤委員。 

○出澤委員 お願いします。 

 私もドライバーバンクのほうでちょっとお伺いしたいんですが、これ二種免許の育成、管理と

いうこともおっしゃられたと思うんですが、これはどういった意味なのか教えてください。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えいたします。 

 二種免許の取得についての支援といいますか、そういったところについてでございますが、ド

ライバーバンクとしまして一種免許の方を獲得していこうと。そういった中で、そもそもの背景

にバス、タクシーの運転手不足があるというのがございます。牛久市としましてもバス、タクシ

ーの運転手不足が仮になければどうなっていたのかというのは想像するところなんですけれども、

少なからずそれに対して何かアプローチしなきゃいけないというところが提案の一つになってご

ざいます。それでドライバーバンク、いわゆる一種のドライバー意向がある方を集めるだけでな

く、その事業として実施する二種のドライバーの意向がある方、そういった方々が増えていくと

いうのも一つの事業の目的だということで、ドライバーバンクの中で、私ちょっと支援という言
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葉で申し上げましたけれども、どういった内容でお手伝いできるかというところも含めて、仕組

みがつくられるというふうに理解してございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 出澤委員。 

○出澤委員 すみません、二種免許取得の、何というんだろうな、取得者を増やしていくという

ような理解でよろしいですかね。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 このドライバーバンクに一種免許で御登録いただいた方

の中で、意向がある方にはそういった道を促すといいますか、そういったところで考えています

ので、いわゆる増やすというような方向では考えてございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 出澤委員。 

○出澤委員 すみません、ちょっと何度も何度も申し訳ないんですが、ということは費用を助成

するとかということになるんでしょうかね。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 お答えいたします。 

 登録されたドライバーの方から二種免許取得に促すというお話ですけれども、ちょっとその方

法、いわゆる費用の助成であるとか、この仕組み自体に運行事業者、いわゆる交通の事業者など

の協力も得ていきますので、そういったところでどういったそこを促すための方法があるかとい

うところを今後詰めていく形になるかと思っております。まだ方法は決定してございません。 

 以上です。 

○柳井委員長 出澤委員。 

○出澤委員 それと、運営主体は自治体ということになると思うんですけれども、これ先ほどか

らもお話ありましたが、民間事業を阻害するようなことにならないように、料金的なものはどう

いった程度で考えていらっしゃるのか、もう一度ちょっとお願いします。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 

○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 こちらにつきましては、牛久市のうしタクのほうの基本

料金は７００円なんですけれども、現時点の検討の中では今同程度の料金というふうに考えてご

ざいます。 

 以上です。 

○柳井委員長 出澤委員。 

○出澤委員 うしタクとの依頼の、うしタクは電話が主で、今度アプリのほうも併用していくと

いうか、そちらにシフトしていくというところで、依頼先はこれ２か所以上に増えるという認識

なんですけれども、これ１か所に統一してそこで割り振るということは考えていらっしゃらない

ということですよね。 

○柳井委員長 経営企画部次長兼政策企画課長。 
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○淀川経営企画部次長兼政策企画課長 現時点では、うしタクとこの実証実験としては別々の仕

組みと考えてございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 出澤委員。 

○出澤委員 ありがとうございました。 

○柳井委員長 ほかに意見ございますか。甲斐委員。 

○甲斐委員 よろしくお願いします。 

 １１ページの０１０３市長車、議長車、バスを運行する６６９万円の件なんですけれども……

大丈夫ですよね。先ほど教育委員会のほうでもちょっとお話をさせていただいたんですが、これ

２つに項目を分けて、同じバスの件を予算を別計上されていらっしゃるという事情は、この間お

聞きしました。使う用途が違うということでありましたので、理解しています。ただ、先ほども

ちょっと申し上げたんですけれども、この壊れるバスをこのような補正予算で計上されるという

ことで、ちょっと観点を変えて、まず今バス所有の中で維持管理をしていく、ドライバーさん、

燃油、ほかもろもろの運行をしていく市内のバス事業と、今回のように民間事業者に委託してい

く部分のところで、どっちがお得であったのか、割高であったのかという検討を、当初計画のと

きにしているのかどうなのかということをお聞きしたいと思います。 

 それと、そういった件を踏まえて、よく執行部の皆さんの答弁の中では近隣市町村事例という

お話をされるんですけれども、正直申し上げて、ここまでバスを所有しているのは牛久市がこの

辺だと断トツだと思うんですよ。ほかの自治体は学校送迎バスも含めて、もう完全に委託の方向

性でやっていらっしゃるんですよね。私、何回か見たことあるんですよ。そういうお考えも含め

た上で、今後、今回はこの補正ですからこういう状況なんでしょうけれども、４月の段階で本市

の所有バスという考え方をどういうふうに考えていくのか、改めてちょっとお尋ねしておきたい

と思います。 

 というのも、先ほど申し上げましたが、こういう状況で古いバスの維持管理をしていてバス発

注と言うと、何度もお話出ていますけれども、人がいないんですよ。人がいないから急に言われ

ても困る。じゃあいつまでやるんですか、いや、直るまで。訳分からないじゃないですか。それ

はもう商売やっていて事業運営できないし、そういう話であれば、ここからここの期間とか、今

年とか、そういうふうな形で委託を考えていらっしゃるのかというのもお尋ねしたいと思います。 

 その関連で、今回のこの件に関してはいつまでの契約で考えているのかもお尋ねします。まと

めて３点ですね。 

○柳井委員長 管財課長。 

○小林管財課長 ただいまの甲斐委員の御質問にお答えいたします。 

 まず１点目ですね。昨年度の１０月の議会で上程させていただきましたバスの購入の費用の折

にも、ほかの議員の方々からも御質問がありました。どのようなことを検討した結果、購入とい

うこの議案を上程したのかということで、その折にも御説明をさせていただいております。経費

として整理をした結果でございますが、バスを購入する、要は自分たちで所有をする、これが経
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費としては一番、これ言い方はちょっと違うかもしれないんですけれども、メリットがあるとい

う整理の仕方で、バス購入の議案を上程させていただきました。なので、所有、あとは民間の委

託、あとはバス自体のリースなど方策はあるんですが、検討した結果の購入という結論でござい

ました。 

 ２点目です。近隣の自治体とのお話が出ましたが、実際、確かに牛久市全体としての所有バス

は、近隣自治体と比べると台数が多い事実はございます。多い要因としましては、今回の補正の

要因でもありますが、学校関係ですね。スクールバス、キャンパスバスで運行する中型バスの台

数が多いというのが主な原因でございます。実際、今後牛久市としてどのように運用していくか

という点でございますが、先ほど教育委員会のほうでも御答弁申し上げたと思います。現在庁内

でバスの検討会議を設置し、検討しております。 

 ３点目の質問にも関連する答弁にはなるんですけれども、この検討会議において、今年度内に

バスの在り方の方向性を出すという検討会議の目的でございますので、来年度以降、その中で結

論づけられるというふうに思っております。なので、今回の補正予算というのはあくまで今年度

内、３月までの予算でございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 甲斐委員。 

○甲斐委員 よく分かりました。ありがとうございます。 

 これに関しての意見は、この場で意見として言う気というか、ちょっとやめまして、別の意見

をしたいんですけれども、よく我々が視察とかに行くときに、バスのスケジュールを確認します

とよく言われるんですよね。もう全然訳が分からないです、私。公務で行く人間がバスのスケジ

ュールを確認を取って、視察先のスケジュールよりもバスのスケジュールが先立っているという、

この訳の分からない状況。それはなぜかというと、多分民間貸出しをされているとか、民間とい

うか行政貸出しをされているとか、いろんな都合があると思うんですけれども、こういう状況と

いうのはちょっと私はあんまり、前から思っていたんですけれども、ちょっと理解できないんで

すよね。保有バスが、お金は取っていないんでしょうけれども、市民サービスのためのサービス

事業になっていて、我々がやらなきゃいけないことが後回しになるみたいなときがあった。これ

何なんですかねと事務局に聞いたこともあるんですけれども、そういったことのいろんな意味で

の改善も、検討会議されるということが今お話しされたので、何を目的にこういうものを所有す

るのかというのもその議題の中に入れていただいて、今後円滑に回るようなことを御期待申し上

げて、以上でございます。 

○柳井委員長 ほかにありますか。 

         〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○柳井委員長 以上で、議案第４５号に対する市長公室、経営企画部、総務部所管の質疑及び意

見を終結いたします。 

 ここで、執行部説明員の入替えを行いますので、暫時休憩いたします。再開は１３時２０分と

いたします。 
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                 午後０時０７分休憩 

                                     

                 午後１時２０分開議 

○柳井委員長 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、保健福祉部所管の案件について審査を行います。 

 本委員会に付託されました保健福祉部所管の案件は、 

 議案第４５号  令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号） 

 議案第４６号  令和６年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

 以上２件であります。 

 なお、会議録を作成しますので、マイクを使用して発言していただきますようお願いいたしま

す。また、執行部におかれましては、所属を述べた後に議案説明、答弁等をお願いいたします。 

 これより議事に入ります。 

 議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 議案第４５号について、提案者の説明を求めます。保健福祉部長。 

○渡辺保健福祉部長 保健福祉部渡辺です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 一般会計補正予算は２課にまたがっておりますので、社会福祉課、健康づくり推進課の順で御

説明させていただきます。 

○柳井委員長 保健福祉部次長兼社会福祉課長。 

○石塚保健福祉部次長兼社会福祉課長 社会福祉課石塚です。どうぞよろしくお願いします。 

 議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）について、社会福祉課所管の補正

の内容について御説明いたします。 

 お手元の資料１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 中段になります。款３項１目１の０１０２社会福祉行政の調査研究をするにつきましては、本

年度４月より会計年度任用職員１名が前年度と変更になり、新規の任用に伴いまして費用弁償８

万６，０００円の増額計上でございます。 

 以上でございます。 

○柳井委員長 健康づくり推進課長。 

○野口健康づくり推進課長 健康づくり推進課野口です。よろしくお願いいたします。 

 続きまして、健康づくり推進課所管の補正予算について御説明いたします。 

 初めに、歳出です。同じページの１０、１１ページ３段目の枠内を御覧ください。 

 款４衛生費項１保健衛生費目２予防費０１１０新型コロナウイルス感染症予防接種を実施する。

１２委託料、新型コロナウイルスワクチン１億８，６７２万８，０００円の増額です。これは、

令和６年度から実施となる新型コロナウイルスワクチン定期接種の委託料の計上です。国が試算

したワクチン接種費用１万５，３００円を基に、市助成額３，０００円、接種率６５％で見込ん

で計上しております。その下、１８負担金補助及び交付金、新型コロナワクチン予防接種補助金

１１３万円の増額です。これは、県外で接種した方の償還払いの計上です。国の助成額８，３０
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０円に市助成額３，０００円を加えた額１万１，３００円の１００人分の計上となります。 

 次に、歳入です。８、９ページを御覧ください。 

 ９ページ、一番上の段の枠内を御覧ください。 

 款１５国庫支出金項２国庫補助金目３衛生費国庫補助金１保健衛生費補助金、新型コロナウイ

ルスワクチン接種助成金１億３，７５７万２，０００円の歳入です。これは、新型コロナワクチ

ン接種費用のうち、国が１人当たり８，３００円の助成を行うと決定したことによる歳入となり

ます。定期接種対象者見込み２万５，５００人の６５％、１万６，５７５人での計上です。 

 以上となります。 

○柳井委員長 以上、説明は終わりました。 

 これより議案第４５号に対する質疑及び意見を行います。 

 質疑及び意見のある方は御発言を願います。石原委員。 

○石原委員 不勉強で申し訳ないんですが、コロナワクチンのことです。５類移行前と５類移行

後の接種者の違いみたいなものは具体的に把握されているのか。また、していない場合、今後ど

のようになっていくと予想しているのか、お分かりであればお示しをいただきたいと思います。 

○柳井委員長 健康づくり推進課長。 

○野口健康づくり推進課長 接種者の違いということでしたけれども、今年度、令和６年度から

は６５歳以上の方と、内部障害１級、インフルエンザの対象者と同じなんですけれども、呼吸器

とかに障害があったりとか免疫機能に障害がある方で、６４歳未満の方でも内部障害１級の方は

含まれますが、基本は６５歳以上の方ということになります。補助が出るのは、そういった方と

いうことになります。今までの接種者ですと、そのワクチンの時々でも違ったんですが、一番最

終の…… 

○柳井委員長 保健福祉部長、答弁お願いします。 

○渡辺保健福祉部長 保健福祉部渡辺です。 

 先ほどの令和６年度からの対象者で一部訂正があります。６５歳以上の方と、６０から６４歳

の内部障害１級の方が対象となります。今までは、６か月以降全部対象となっていたんですが、

定期接種ということで対象が変わります。これまでの接種率の違いなんですけれども、全てに共

通する６５歳以上のところでの接種率を見ますと、今まで１回から７回まで接種しておりました

が、１回目は９４．７％、２回目９４．６％、３回目９３．５％と、ここまでは９０％を超えて

いたんですけれども、最後の７回目になりますと６５．５％ということになっておりますので、

今回の補助も６５％の見込みで計算しております。 

○柳井委員長 石原委員。 

○石原委員 接種率の違いは分かりました。そしたら、もう１点だけ確認をしておきたいんです

が、これあとどのぐらい、要するに予算計上が続くと考えていいのか。あと２年なのか３年なの

か、それとも４年なのか５年なのか、その辺はどのように考えておられますか。 

○柳井委員長 保健福祉部長。 

○渡辺保健福祉部長 今回、新型コロナウイルスワクチンは定期接種へと移行したので、この先
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も予防接種事業としては続いていくものと思われます。ただ、国の補助というところで、今回は

今のところ１万５，３００円ぐらい実質料金がかかるところを、国も予想していたより高い料金

となったということで、今年度に限り１人当たり８，３００円の国の補助が出ますが、こちらに

つきまして、来年度以降は国の補助が出るかどうかというのは見込みはありません。 

○柳井委員長 ほかに。遠藤委員。 

○遠藤委員 それでは、少し細かいことを質問したいと思います。 

 まず、対象者の人数なんですが、６５歳以上の方は何人なのか。 

 そして２番目としては、こちらに内部障害１級相当の方ということになっておりますので、こ

の対象者の人数を教えてください。 

 それと、個人負担が４，０００円ということで、今まで負担がなかったということでは接種率

がちょっと心配されるんですが、周知として対象者には接種券を多分送付をされるんだろうと思

うんですが、送付の予定はどうなのか。 

 そしてあと予約方法ですね。以前は自分で医療機関に予約をするという方法を取っていました

けれども、その方法に変わりはないのかということ。 

 それとこれは、コロナに罹患をした場合、県への報告というふうになっているんではないかと

思いますが、それはどうなのかということ。 

 それとこれは、コロナにかかった方から言われたことなんですが、コロナ後遺症、これが言わ

れているんですけれども、この市内に受診をできる医療機関はあるのかどうか。その点をお尋ね

をしたいと思います。 

○柳井委員長 健康づくり推進課長。 

○野口健康づくり推進課長 お答えいたします。 

 ６５歳以上のまず人数なんですけれども、これは６年の３月１日現在で見込みを出しているん

ですが、２万５，４７０人というふうになっております。それプラス内部障害の方ということで、

インフルエンザと同じ対象者ということになっていますので、そちらから見込みまして、３０人

ということで見込んでおります。 

 それから接種券の送付なんですが、これは今ちょっと検討しているところなんですけれども、

国から、いつから始めていつまでかというのがまだはっきり明示されていませんので、これから

変わるかもしれないんですが、一応インフルエンザと同時期、あるいは同時接種ということも可

能性があるのではないかということも含め、インフルエンザと同時に……接種券は送付はします、

こちらから送付はするんですが、その時期についてはインフルエンザと一緒に同封をするか、

別々に送るかというのは今ちょっと検討しているところですので、お送りはします。 

 予約方法なんですが、今まではシステムを使って市のほうで、予約システムでこちらで調整を

していたんですが、これからは受けたい方が希望する医療機関に御自分で予約して、医療機関の

ほうもそれを受けてワクチンを取り寄せると。用意するというような形になります。 

 それからコロナの罹患者の報告に関しましては、今は特に義務づけられてはいませんので、今

後も、５類になりましたのでインフルエンザと同様な形になるかと思います。 
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 もう１点が、すみません。コロナの後遺症につきましては、ホームページで、茨城県のほうで

も御紹介はされていて、すみません、ちょっと今すぐには即答できないんですが、市内でもあっ

たかと思います。ちょっとすぐお調べすることはできるんですが。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そうしますと、対象者には送付をされる、インフルと同時かもしれないけれども送

付をしますよということと、それから、先ほど予約を自分でして、その後で医療機関のほうでコ

ロナのワクチンを取り寄せるということの御答弁があったと思うんですけれども、ワクチンにつ

いては保存とかそういうのというのは、以前のときだとかなり温度管理とかが大変厳しかったと

思うんですが、そういう対応というのは、これは医療機関に聞けばいいことかもしれないんです

が、市ではどういうふうに把握をしているのかということですね。 

 それとあと、コロナのかかった方々は、いろいろと県のほうのホームページ見ればそういうの

は情報としてつかむことができるんですけれども、やはり市では、どなたがとか、そういう個人

情報のことではなくて、大体牛久市でどの程度そういう数字が出ているのかというのは、やっぱ

り担当課というか保健福祉部としても把握をする必要があるんじゃないかなということで、ちょ

っとお聞きしました。 

 それと後遺症については、確かにこれ茨城県のホームページに掲載されているのを私も把握を

しているんですが、たしか市内には１か所しか、あの時点でなかったものなので、その辺の把握

とかというのも、やはり何らかの問合せがあったときには情報として対応していくべきではない

かと思うんですが、その辺についてちょっと伺いたいと思います。 

○柳井委員長 健康づくり推進課長。 

○野口健康づくり推進課長 まずワクチンについてなんですけれども、ディープフリーザーはそ

れぞれ市町村、全部処分をしたということになっておりまして、今後は製薬会社のほうで、ファ

イザーとモデルナそれぞれやっぱりワクチンが変わっているわけではなく、保存はやっぱりファ

イザーであればマイナス９０度からマイナス６０度、モデルナだとマイナス２０度という保存に

なるんですが、それを製薬会社で解凍しまして、その解凍した状態で医療機関に郵送するような

形になります。２から８度の状態で、保存下で医療機関に輸送しまして、それで解凍してから１

０週間以内に使用するということになっていますので、医療機関が解凍から１０週間以内に接種

して使い切るというような形になっております。 

 それと後遺症のところなんですが、市のほうにお話が本人から、後遺症ということで申請した

いということで、こちらにあったのが１１名ですね。それで手続をさせていただいております。

そのうち４件に関しては認定をされなかったということの結果が出ております。 

 それから、コロナの後遺症で医療機関にかかりたいという場合には、連絡があった場合には、

うちのほうで対象者の方にお知らせできるように、ホームページ等で、あとは資料等でお知らせ

しているんですが、すみません、今ちょっと手元にないんですが、一応そのような対応はさせて

いただいております。すみません、すぐにはお答えできないんですが、申し訳ありません。 

○柳井委員長 遠藤委員。 
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○遠藤委員 後で結構ですので、市内で受診できる医療機関、もし分かれば教えていただきたい

と思います。 

 以上です。 

○柳井委員長 ほかにありましたら。杉森委員。 

○杉森委員 この計算の仕方がちょっと分からないところがあるので、聞かせていただきたいん

ですが、この新型コロナウイルスの接種で約１億８，７００万かかるとなっていて、国の助成金

が１億３，７００万入ると。これは全く同一事業のことなのかどうなのかというのが分からない

んですが、同一事業だとすると差額が５，０００万ということになりますよね。それで、それは

市が負担するというふうに考えるのかなと思うんですが、その下に負担金補助及び交付金という

あれで、新型コロナワクチン予防接種補助金というのが１１３万というのがあるんですが、これ

は一体どういう性質のものなのかというのがちょっと分からないので、説明をお願いしたいと思

います。 

 それとあと、この比率ですね。実際にかかる費用と、国の助成金の比率と、市の比率と、自己

負担という比率は、５類に移ってから今回ではどのくらいの比率になったのか、以前との比較。

それと今後の問題についてちょっとお聞かせいただければというふうに思います。 

○柳井委員長 健康づくり推進課長。 

○野口健康づくり推進課長 まず、予算計上のほうなんですけれども、委託料として上げている

金額、それと国からの歳入で入ってくる金額、その差額が市の一般会計から出る金額というふう

に考えていただいてよろしいかと思います。この歳入の合計金額は、国が１人当たりに出すと言

っている８，３００円と、それと市が助成として払う金額ですね。これは戻ってこない、市の持

ち出しのお金が３，０００円ということで、それを合計した金額が委託料として払う金額になり

ますので、それが計上されております。 

 もう一つの１１３万円のほうですけれども、これは、市内と県内の場合は広域で医師会と契約

を結んでおりますので牛久市の助成券が使えるんですけれども、県外の場合はその券が使えませ

んので、全額最初に払っていただくしかないんですね。払っていただいたところから、牛久市の

助成する金額を払ったものが自己負担になりますので、その市の分を後からお支払いするんです

けれども、その場合には償還払いという形で、枠組みとしては補助金という形になりますので、

別で計上をさせていただいております。それが大体９０人から１００人ぐらいということで、１

００人分の計上ということで１１３万円の計上をさせていただいております。 

 あと先ほど、市の助成額と実際にかかるお金の比率ということでしたけれども、国の試算が１

万５，３００円、これはワクチン代と接種手技料、合わせて１万５，３００円ぐらいではないか

ということを予測しておりまして、今回、国が８，３００円を出すということで残り７，０００

円、そのうちの３，０００円を市が補助するということですので、半額よりはちょっと少ないと

いう形ですが、ほぼ半額ぐらいの金額でということで一応予算を立てさせていただいております。 

 これで回答になりましたでしょうか。 

○柳井委員長 ほかにございますか。よろしいですか。 
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        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○柳井委員長 以上で、議案第４５号についての質疑及び意見を終結いたします。 

 次に、議案第４６号令和６年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

 議案第４６号について、提案者の説明を求めます。保健福祉部次長兼医療年金課長。 

○宮本保健福祉部次長兼医療年金課長 医療年金課宮本です。よろしくお願いいたします。 

 議案第４６号令和６年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について御説明

申し上げます。 

 今回の補正内容は、歳入歳出それぞれに８８万円を追加して、総額を７１億５，０７２万７，

０００円とするものでございます。 

 それでは、議案書のページ順とは異なりますが、先に歳出予算を、次に歳入予算を御説明申し

上げます。 

 歳出につきまして、予算書の８ページ及び９ページを御覧ください。 

 システム改修の委託料８８万円は、国民健康保険被保険者証を送付する際の通知の中に、いわ

ゆるマイナ保険証の利用を促す文言と、その方のマイナンバーの上８桁をアスタリスクで、下４

桁を実際の数字でそれぞれ印字してお知らせするよう、システム改修をするものでございます。 

 次に、歳入につきまして、６ページ、７ページを御覧ください。 

 社会保障税番号システム整備費等補助金の８８万円は、ただいま歳出で御説明申し上げました

システム改修につきまして、国から１０分の１０の補助があるものです。 

 以上でございます。 

○柳井委員長 御苦労さまでした。 

 それでは、これより議案第４６号に対する質疑及び意見を行います。 

 質疑及び意見のある方は御発言願います。遠藤委員。 

○遠藤委員 多分これ市長の説明だと思ったんですけれども、保険証の台紙にマイナンバーの４

桁等を記載するためのシステム改修ということがあったんですが、この辺をもうちょっと御説明

いただけませんでしょうか。 

○柳井委員長 保健福祉部次長兼医療年金課長。 

○宮本保健福祉部次長兼医療年金課長 保険証、被保険者証なんですけれども、いわゆる長３の

封筒に入れてお送りをいたしますが、保険証、御存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、昔

でいうテレホンカード大の小さなものになります。それだけをぱっと入れてお送りするのではな

くて、まさに台紙というお話ありましたけれども、そこに保険証が貼ってありまして、剥がして

使えるようなものになっておりまして、送り方をいたします。その余白の部分に、先ほど申し上

げましたマイナ保険証を使ってくださいと利用を促すという文言と、あなたの個人番号は幾つで

すよというものを、上８桁はアスタリスクで、下４桁は本当の数字で印字してお知らせをすると

いうものでございます。 

 以上でございます。 
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○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 そうしますと、マイナ保険証について、マイナ保険証というのかな、今ある国民健

康保険の保険証、小さいのありますね。それのことでいいんですよね。マイナ保険証のことでは

ないんですよね、これはね。ちょっとその辺が説明の中で、例えばマイナ保険証を持っていない

人にも送られるのかどうか、そこがちょっと確認できなかったので、そこをもう少し説明いただ

けますか。 

○柳井委員長 保健福祉部次長兼医療年金課長。 

○宮本保健福祉部次長兼医療年金課長 今回はマイナ保険証をお持ちかどうかにかかわらず、年

次更新ということでお送りする被保険者証の台紙に印字してお送りするものでございます。実際、

現在予定されている文言といたしましては、保険証に表示されているあなたの保険資格データは、

国民健康保険制度のデータベースに登録されており、マイナ保険証を御利用いただける状態とな

っています。マイナ保険証をお持ちであれば、ぜひ御利用ください。なお、国民健康保険制度の

データベースに登録されているあなたのマイナンバーは以下のとおりです。万一異なっている場

合には、牛久市医療年金課まで御連絡くださいという説明文の後に、個人番号をアスタリスクと

実際の数字で印字をして、お送りする予定となっております。 

○柳井委員長 石原委員。 

○石原委員 課長ね、これ愚問かもしれませんけれども、教えてもらいたいんだけれども、マイ

ナンバー保険証に切り替えて、例えば今年切り替えました、翌年の更新時というのはどういうふ

うな扱いというか、どういうふうな処理をされるんですか。一度切り替わったらもうそれはそれ

で、もうそれ以降は何もしなくていいということになるのか、それともまた何かしなくちゃいけ

ないのか、その辺はどうなんでしょう。 

○柳井委員長 保健福祉部次長兼医療年金課長。 

○宮本保健福祉部次長兼医療年金課長 マイナ保険証へ切り替えていただいた場合ですけれども、

現時点ではその後、例えば１年ごととか半年ごとに手続を要するようなことには、今現在はなっ

てはございません。 

○柳井委員長 ほかに質疑、意見ある方いらっしゃいますか。 

 それでは、以上で議案第４６号についての質疑及び意見を終結いたします。 

 これをもちまして、保健福祉部所管の質疑及び意見を終結いたします。 

 ここで、執行部説明員の入替えを行いますので、暫時休憩いたします。再開は１４時５分とい

たします。よろしくお願いします。 

                 午後１時５１分休憩 

                                     

                 午後２時０５分開議 

○柳井委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、環境経済部、建設部所管の案件について審査を行います。 

 本委員会に付託されました環境経済部所管の案件は、 
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 議案第４５号  令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号） 

 以上１件であります。 

 なお、会議録を作成しますので、マイクを使用して発言していただきますようお願いいたしま

す。また、執行部におかれましては、所属を述べた後に議案説明、答弁等をお願いいたします。 

 これより議事に入ります。 

 議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 議案第４５号について、提案者の説明を求めます。未来創造課長。 

○椎名未来創造課長 未来創造課椎名です。よろしくお願いいたします。 

 私から、未来創造課所管の補正予算につきまして御説明させていただきます。 

 補正予算書１０ページ、１１ページを御覧ください。 

 款７項１目２、中段やや下ですね。中事業名称が企業誘致を促進するという事業、２２７万９，

０００円の増額補正となっております。こちらの内容につきましては、今後企業誘致活動を進め

る中で、企業向けの情報を提供するための企業誘致のホームページの作成１０９万７，０００円

と、パンフレットの作成１１８万２，０００円の増額補正を行うものです。 

 私からの説明は以上となります。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 空家対策課の柴田です。よろしくお願いいたします。 

 私のほうから、空家対策課所管の補正予算の事業を御説明いたします。 

 １０ページ、１１ページ、下段２つより。 

 款８土木費項４都市計画費目１都市計画総務費０１０５空き家の適正管理及び有効活用を推進

する。こちらの事業につきまして、１１役務費１５２万円、工事請負費４０１万５，０００円、

合わせて５５３万５，０００円を増額いたします。こちらにつきましては、岡見町地内にありま

す特定空家等につきまして、令和３年１２月に火災により家屋焼失した物件でございますが、こ

ちらの物件につきまして略式代執行を実施した後に、相続財産清算制度を利用しまして任意で売

買していくということで、こちらの予算を上げさせていただいております。 

 以上でございます。 

○柳井委員長 以上で説明は終わりました。 

 これより、議案第４５号に対する質疑及び意見を行います。 

 質疑及び意見のある方は御発言願います。磯山委員。 

○磯山委員 ちょっとだけ教えていただきたいんですけれども、これ空き家の解体で４００万と

いうことなんですけれども、これは家がすごく大きいのか、それともいろいろと、ただ壊すだけ

以外に何かあるのか、ちょっとこれだけかかる金額、ちょっと知りたいと。お願いします。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 お答えいたします。 

 こちらにつきましては、令和３年１２月に火災があったんですが、残存物がほとんど燃えてし

まっておりまして瓦礫となってしまっております。通常の解体ですと、例えば木の解体とか鉄と
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か再利用できるんですが、もう燃えかすということで、瓦礫の処分ということで処分費もちょっ

と高騰になってしまったり、鉄についても、もう燃えてさびてしまって使いようがない形になり

ますので、ちょっと高騰してしまっているというところで、火災の残存物の処理ということにな

ってきていますので、利用が利かないものということになっています。 

○柳井委員長 ほかにございますか。遠藤委員。 

○遠藤委員 私も今の空き家のことで伺いたいんですけれども、要するに火災により焼失をして

しまったということ、残存物がほとんど瓦礫ということでは、その処分費が高騰のためにこの金

額が発生するということの理解はしました。その下の役務費１５２万円、ちょっとこの内容につ

いて伺いたいと思います。 

 それとあと、この間、私どものタブレットのほうに内容について説明がありました。２５日に

工事が予定されているということも存じました。それから、解体後につきまして市はどのように

対応していくのか、その点。それから、解体をした後は多分所有者は市になると思いますので、

先ほどちょっと相続財産何とかとおっしゃっていたので、その辺の説明もお願いいたします。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 お答えいたします。 

 遠藤委員さんから御質問ありました、先ほど、先日２５日に代執行を行うということで言われ

たものなんですが、それはこちらの物件の案件と違うものでありまして、あちらは特定空家等に

も認定してありまして、もう所有者がいない不存在物件ということなので、あれはあれで２５日

から略式代執行を進めてまいります。これは当初予算のほうで使ってまいります。 

 こちらについては新たに、火災で家が消失して、結局こちらについても本来、火災であろうと

何であろうと、本来は所有者が解体すべき、処理すべき問題なんですが、こちらについても所有

者がもう不存在という案件になってしまっておりますので、こちらは住宅地内にありますので、

著しくやはり景観等損なっておりますので、こちらを市のほうで略式代執行を行いまして、売買

について行っていくと。その際、市の所有ということではなくて裁判所に申立てを行います。こ

れは相続財産、この財産を清算するということで相続財産清算制度というものがあります。こち

らの申請をいたしまして、担当する方、司法書士あるいは弁護士の方になるとは思うんですが、

こちらの方がついていただくと。この方にお願いしてこちらの土地を売買していただく。その際

に、やはりすぐ売れるかどうかというものが分かりませんので、裁判所に予納金というものをお

支払いするわけなんですが、この予納金について手数料１５０万円、こちらで予算計上しており

ます。この予納金使わなければ丸々戻ってきますので、あるいは売買した金額で賄えるのであれ

ば返ってきますので、一応そのためにこの１５０万円の手数料は今回補正してあるというところ

でございます。それで最終的に売っていただいて、第三者に買っていただいて、こちらを家を建

てるとか利用していただくということを進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 大変失礼しました。６月２５日のところ、写真を見たら何か木がまだ生い茂ってい
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たので、これと一緒なのかなとちょっと勘違いをしてしまいました。そうしますと、今こちらに

載っているのが岡見の火災のということで理解をしました。 

 先ほど、裁判所に申立てをして、司法書士さんなりが売買のそれに当たるというふうに理解を

して、売却というんですか、それができれば、ここにかかった費用等が充当できるというふうに

理解をしていくんですけれども、その辺の期間というか、そういうのはどの程度見ておられるの

か。結局解体というか、要するに所有者がいないということで裁判所に申立てをして、そうやる

とかなりの日数等かかると思うんですよね。そういうのを今までも何度かやっていらっしゃると

思うので、どのくらいを見ていらっしゃるのか。要するに、その分だけ市の税金が使われるとい

うことで、そういうやり方というのが今後も想定されるものなので、どうなのかということを伺

います。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 お答えいたします。 

 解体につきましては、入札等を行いまして速やかに行っていくんですが、その後の、申請をし

てある一定の方がついていただいた後、どのぐらいの期間を要すれば売れるのかというのがちょ

っと、いかんせん見当がつきません。値段もあると思うんですよ。高いお金で売ればなかなかつ

かないし、それなりの値段にすればそれなりのお客がつくかも分からないし、それはやはり、こ

ちら一応４００万という工事費を使っていますので、やはりそれに近いような形で、丸々本当は

これ４００万回収できれば一番いいことなので、そちらは清算人になった方と協議をしながらと

いう形になるので、ちょっと期間的なものはなかなか難しいかなと、どのぐらいというのは。 

 以上です。 

○柳井委員長 遠藤委員。 

○遠藤委員 期間等については確かに難しいと思うんですが、そうしますと、こういうふうに市

じゃなくて司法書士さんが代わりにそういう、何というんですかね、なって、売却ということな

んですが、どういう形で、要するに売却の宣伝じゃなくて、何というんですかね、そういう公売

の仕方をしていくのか。その辺たしか市のホームページにもあるかと思うんですが、それ以外に

もそういう不動産の売買についてのやり方はどうなのかということを伺います。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 お答えいたします。 

 こちら管財人になった方の進め方で不動産業者さんがついたり、知っている方がいればそちら

でやっていただいたり、いろいろな方策はあると思います。一応牛久市の中の物件なので、お願

い段階なんですが、宅地建物取引業協会さんの牛久・竜ヶ崎支部というものがございますので、

こちらにも利用をお願いしながら進めてもらおうと思っております。 

 以上です。 

○柳井委員長 ほかにありますか。石原委員。 

○石原委員 空家対策課長ね、一つ教えてもらいたいんですけれども、今後、特定空家に指定さ

れて解体撤去をしなければいけないけれども、所有者が不明なために略式代執行をしなければい
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けないと思われる物件というのは、市内にどのぐらいあると思われますか。分かっていれば教え

てください。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 お答えいたします。 

 今現在、特定空家等と認定しているものが、まだ解決していない物件が７物件あります。こち

らについては、所有者へ改善を促すような形で、文書あるいは私ども直接訪問をして、ちょっと

手が入っているものもございますし、全く入らないものもあるのも、これは実際でございます。

こちらについては、やはり最初言ったように所有者自らがやっぱり改善していかなくちゃいけな

いものなので、いろいろ方策を進めているんですが、例えば片や、やはり相続放棄も認められて

いるという制度がございますので、これが例えばいなくなってしまったときにはやはりそこら辺

を、著しく景観等が悪くなったり生活環境が悪くなれば、やはり行政のほうで出ていくしかない

のかなとは考えております。また、そうならないような形で、所有者の方に納得していただいて

進めていくのも一つ空家対策課の進め方かなとは考えておりますので、なるたけ納得してやって

いただくように今現在進めております。 

 ちょっと何件あるのかというのもなかなかちょっと難しいところ、現在特定空家等については

７件、７物件、今指導等を行っているという現段階でございます。 

○柳井委員長 石原委員。 

○石原委員 そうすると課長ね、今後最大で７件については税金で解体撤去をする必要が生じる

可能性もあるというふうに理解をしておけばよろしいですか。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 そこは、ならないとは思います。 

○柳井委員長 ほかに。出澤委員。 

○出澤委員 お願いします。 

 今の焼失したその空き家の対策についてお伺いしたいんですけれども。これ、火災で焼失した

というのはいつになりましたっけ、先ほど御説明あったと思うんですが。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 令和３年の１２月ですね。 

○柳井委員長 出澤委員。 

○出澤委員 それで、改めて解体がこの時期になったその経緯、なぜこの時期なのかというとこ

ろを御説明いただきます。 

○柳井委員長 空家対策課長。 

○柴田空家対策課長 こちらについては、いろいろお子さんとか御兄弟の方、戸籍等を取りまし

て、やはりちょっと時間がかかるので、こちらの調査をしておりました。なおかつ、こちらの土

地については抵当権、あとは根抵当等ついていましたので、根抵当権者のほうの確認に時間をち

ょっと割いてしまったということもございます。根抵当が全然返済されていなければまた形が変

わってくるので、こちらは全部相殺されていたということなので、ちょっとこういう形で調査を
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していたのが時間がかかったということでございます。 

 以上です。 

○柳井委員長 それでは、次に質問のある方。よろしいですか。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○柳井委員長 以上で、議案第４５号に対する環境経済部、建設部所管の質疑及び意見を終結い

たします。 

  ここで暫時休憩し、再開後討論、採決を行います。再開は２時３５分といたします。 

                 午後２時２５分休憩 

                                     

                 午後２時３５分開議 

○柳井委員長 そろいましたので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、討論がありましたら御発言願います。 

        〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○柳井委員長 なければ、以上で討論を終結いたします。 

 これより付託されました２件の議案につきまして、順次採決いたします。 

 採決は挙手により行います。 

 初めに、議案第４５号令和６年度牛久市一般会計補正予算（第１号）は原案のとおり決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

        〔賛成者挙手〕 

○柳井委員長 挙手全員であります。よって、議案第４５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４６号令和６年度牛久市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は原案の

とおり決することに賛成の方の挙手を求めます。 

        〔賛成者挙手〕 

○柳井委員長 挙手全員であります。よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されました案件審査は全て終了いたしました。 

 お諮りいたします。委員長報告書の作成は委員長一任ということで御異議ありませんか。 

        〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○柳井委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告書の作成は委員長一任と決定いたしました。 

 これをもちまして、予算常任委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

                午後２時３７分閉会 

 


